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ス コ ッ トラ ン ド啓蒙 にお け る商 業 と軍 事

ヒ ュ ー ム ス ミ ス ミ ラ ー 一
,,

田 中 秀 夫

1は じ め に

ア ダ ム ・ス ミス の 弟 子 ジ ョン ・ミラー(JohnMillar,1735-1801)は い くつ

か の 論 題 にお い て ス ミスの 影 響 を 強 く受 け て お り,ス ミス の思 想 の継 承 者 で

あ った が,軍 事 精 神,軍 事組 織 論 におい て もそ うで あ った 。 それ は 『階級 区分

の起 源』(初 版1771年)と,と りわ け 『イ ング ラ ン ド統 治史 論』(初 版1787年)

に収 め られ た 「勇 気 と忍 耐 」 と題 す るエ ッセ イに明 らか で あ って,そ こに お い

て 『グ ラス ゴ ウ法学 講義 』 にお け るス ミスの軍事 精神 と軍事 組 織 につ い て の歴

史 的,理 論 的 分析 が継 承 ・発 展 され てい る。 しか し,ミ ラー はそ の思 想形 成 に

お い て,ヒ ュー ムや ケ イム ズか ら も無視 で き ない影響 を受 け た と思わ れ るので

あ って,こ の二 人 も軍事 問題 に は強 い関心 を示 した 。 ヒ ュー ム は思想 家 と して

統一 的 に捉 え る こ との容 易 で ない 難物 で あ るが,ス コ ッ トラ ン ド啓蒙 の コア を

構 成 す るハチ ス ン,ヒ ュー ム,ケ イムズ,ス ミス,ミ ラーは商 業社 会 の理 論 家

で あ り,商 業 の社 会 的機 能 を解 明 し,そ の価 値 を正 当化 す る こと に強 い 関心 を

もっ てい た。 したが って,商 業 社 会 の価 値 に比べ れ ば,軍 事 的価値 は周辺 的 な

もの とされ てい た として も不 思 議 で はな い。 しか し,か れ らは軍事 とそ の価 値

を もち ろん思想 の中心 にお くことは なか った けれ ど も,そ れ を必 ず しも軽 視 し

たわ けで は ない。

ス コ ッ トラ ン ド啓 蒙 に と ってパ ラ ダ イ ム的 な,「 商 業 と 自由」 あ るい は 「商

業→ 自由」 の テ ーマ につ い て もう少 し述 べ て お こ う。 こみテ ーマ は,ウ ィ ンチ

が指 摘す る よ うに,モ ンテ ス キ ュー とヒ ュー ムに始 ま り(こ の両者 の どち らが
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先行 す るか は確 定 が 困難 で あ る),「 商 業 と自由の 相互 関係 につ い て の大論 考 」D

と もい わ れ る 『国富論 』 の著 者 ス ミス,ケ イム ズ,フ ァー ガ ス ン,ロ バ ー トス

ン,そ して ミラー な ど の スコ ッ トラ ン ド啓蒙 の 「市 民社 会史 」 家=「 文 明社 会

史」 家 の思 想 的 な ライ トモ テ ィー フで あ った,と 言 って よい で あ ろ う。 また ゆ

るや か な意 味 で ス コ ッ トラ ン ド啓 蒙 に属 す る サー ・ジェ イム ズ ・ス チ ュアー ト

も この テ ーマ に取 り組 んで い る。 もち ろ ん,こ の テー マ の彫琢 の仕 方 には各 々

の思想 家 に よ って ヴ ァ リア ン トが み られ るが,フ ォー ブ スが強 調 す るよ うに2},

このテ ー マ は近代 ヨー ロ ッパ 文明 の文 脈 に属 し,そ の文 脈 で論 じられて い る と

い う点 が重要 で あ る。 そ して また フ ォー ブスが指 摘 す る よ うに,ウ ォルポ ー ル

時 代 以 降の政 治 イデ オ ロギー を支 配 した 「イ ギ リスの 自 由対 フラ ンスの隷 従 」

とい う通 念一 そ れ を フ ォー ブス はvulgarWhiggism(俗 流 ウ イ ッグ主義)の

神 話 だ とす る を否 定 して,商 業 のあ ると ころ 自由が伴 う とい う認識 に依拠

して,ア ン シ ャン ・レジー ムの フ ラ ンス の政体 の 開 明性 とそ こで の商業 と自由

の発 展 を明確 に指 摘 した点 に,啓 蒙 知識 人 と して の ヒュー ムの卓 越 が あ る。 ミ

ラー もまた モ ンテ スキ ュー と ヒュー ムに始 ま りス ミスが掘 下 げ た,こ う した知

的遺 産 の継 承者 と して 「商業 と自由」 の テー マ を彫 琢 した ので あ る。

商業 は 自由 を もた らす とい う認 識 と主 張 に は,封 建社 会 の解 体 と近代 社会 の

成 立 とい う社 会 変 動 の 基 礎が 存在 した 。 けれ ど も,そ れ が モ ンテ スキ コ.一,

ヒュー ム段 階 におい てや っ と強 い主 張 と して提 唱 され るにい た った 背景 には,

商業 を積極 的 な社 会形 成 因 と して評価 しない先行 パ ラ ダイ ムが思 想 家の 視野 を

長 く拘 束 して いた とい う事 情 が あ る。 ミネル ヴ ァのふ くろ うは夕 闇 をま って飛

びたつ ので あ る。 有力 な先 行 パ ラダ イムの なか で,キ リス ト教 の 思 想的伝 統 は,

神,神 の法,神 の国,摂 理,恩 寵,黙 示,救 済,祈 り,禁 欲 な どの 言語 によ っ

て彼 岸 の価値 の底 辺 に現世 の価 値 を組織 し,そ うす る こ とによ って 商業 や 自 由

を独 立 の現 世的 価値 と して肯定 す る こ とに反 対 して きた。 リプ シ ウス以 来次 第

1>Winch〔1978〕,p.70.

2)Forbes〔1975〕,p.199.
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に復興 され知識人 の支持 をえてきたス トア的伝統(新 ス トア主義)に おいて も
,

ル不サ ンスの ヒューマニス トによって復活させ られた シヴィック ・ヒ
ューマニ

ズム(共 和主義思想)に おいて も,自 由 はそれぞれ異なる概念 としての徳(前

者 においては個 人的 自己規制力,後 者 においては能動的政治参加)と 結 びつけ

られたのであ って,商 業にではなか った。商業は下層 階級の役割であ り
,価 値

は低 い もの とみなされて きた。そ うした先行パ ラダイムにおいて商業が低 くし

か評価 され なか ったことにはさまざまな理由が存在 した と思われる
。そ もそ も

商業は 自給的共 同体 間の剰余交換 として発生 した ものであるから
,そ の担い手

は自給 的共同体の正規の構成員で はな く,一 段 と低い存在 とみなされたであ ろ

うし,し たが って商業 は賎業 とみなされたであろう。 しか も商業 は閉鎖的共同

体 に新 しい価値 と情報 をもたらす ことによって,共 同体 を解体す る作用 をはた

す場合があ りえたか ら警戒の対象でなければ ならなか った。商人の異人性がそ

の警戒心 をいっそ うか きたてたであろう。 しか し,商 業が もた らす情報 と価値

は魅力 的で もあるか ら,こ うしてそもそも商業は アンビヴァレン トな二面性 を

もつ ものであった とい えるであろ う。 さらに近代 の経験 は
,商 業的価値の変質

の容易 さ,不 安定 さ,投 機 的性格などを教 えていた。冒険 と投機 によって獲得

され た富 に確かな価値 を認 めることは困難であ った し,富 と.インタ レス トの追

求は競争 の勝者 と敗者 を作 り,奢 侈階級 と貧民 の運命 を対照 的な もの と した
。

さらに商業 は信用制度 を生みだす ことによって,新 種の不労所得 をもた らした。

こうして富 と徳の両立は容易な道ではなか ったのである
。

しか し,近 代 は封建 的依存 関係(隷 従)の もとから抜け出 した(伝 統社会か

ら自由になった)民 衆 に職(employment)を 与えな けれ ばな らなか った
。労

働 と資本の結合が必要で あった。国家 は経済に秩序を与 えるために法的前提条

件を整備 し,重 商主義 として知 られ る政策 を要請された
。 イデオロギー的に勤

労が徳 として讃 えられ るだけでな く,浮 浪者 と しての貧民 に労働が強制され な

ければな らなか った。伝統的な商業 を敵視 ない し警戒祝す る商業観 を退 け
,商

工業(commerce,artsandindustry ,manufactures!に 徐 々に高い価値 を与 え
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るプ ロセ ス と して 重商 主義 経 済時 論 の展 開 と経 済学 の成 立 過程 を解 釈す る こ と

が で き るで あ ろ う。 この よ うなプ ロセ ス は 自然 法思想 に もシ ヴ ィ ック ・ヒュー

マ ニズ ム に も跡 づ ける こ とが で き るで あろ う。政 治 か ら経 済へ,政 策(作 為)

か ら市 場(自 然)へ と社 会 形成 の 場が 移行 す る。そ して それ につ れ て,社 会 と

政 治 につ い ての 言説 も次 第 にパ ラ ダイ ム転 換 を遂 げ て い く。 政 治 学,法 学か ら

経済 学 へ 。

この プ ロセ ス に とって決 定 的 なの は,商 業 の社 会形 成 力 の発 見 で あ る。 あ る

い は市 場 メ カニ ズ ムの 成立 と言 って もよい。 局地 的,散 発 的 な商取 引 は詐欺 と

陰謀 の介 入 の余 地 を残 す の にたい して,恒 常 的 な,大 量 回数 の商 取 引 は,例 外

もあ るが,平 均 的 には計 算 合理 性 の世 界,正 義,公 正 を うみ だ す で あ ろ う。 こ

の よ うな市 場 の成 立 は 遠隔 地商 業 か ら国 内商 業へ の主 流 の交 替 と軌 を一 にす る

はず で あ る。 ヒュー ム,ス ミスが見 て い たの は この よ うな事 態 で あ った 。 モ ン

テ ス キ ュー は君 主 政 体 に栄 え る商 業 を 「奢 侈 の商 業」(commercedeluxe),

共和 政 体 に栄 え る商業 を 「経 済 の商 業 」(commerced'economie,勤 倹 の 商業)

と呼 んで 区別 す る とと もに,商 業 のあ る とこ ろには必 ず 温和 な習俗 が あ り,温

和 な習 俗 の あ る と ころ に は必ず 商業 が あ る と述べ て,商 業 と正義 や 平和 とい う

社 会 的価値 との不 可分 の関係 を説 いたが,ヒ ュー ムは商 業 を イ ンダス トリ,平

等,幸 福 に,商 工 業 の 発展(refinementinthearts)を イ ンダ ス トリ,知 識

人 間性 に結 びつ けだ)。 モ ンテ ス キュー は勤 倹 の 商業 を国 内 市場 型 の商 業 と は

考 え てい ない が,ヒ ズ ームが イン ダス トリと結 びつ けた 商業 は,第 一 に農 工 分

業 の媒 介者 と して の,ま た それ 自身が農 工 分 業 を意 味 す る商 業で あ り,国 民 経

済 の形 成 に関連 す る商 業 で あ る。 ヒュー ムは,国 際貿 易 の意 義 を,経 済刺 激 効

果(貨 幣 の連 続 的影響 説)を 含 め て,大 い に認 め た けれ ど も,そ れ 以上 に国 内

市場 の形成 と発 展 に商工 業 を結 びつ けて,こ れ を高 く評価 した。 そ して ヒュー

3>Montesquieu〔1973〕.XX,4,Tome2,PP.2-4.(モ ン テ ス キ 」 一 〔1989〕,中,201-2,204ペ ー

ジ 。)Hume,OfCommerce,OfRefinementintheArts〔1985〕,PP.253-67,268-80.(邦 訳

〔1983〕,3-18,19-32ペ ー ジ)。
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ム は,周 知 の よ うに,ウ ォレス との人 口論争 にお い て,古 代 派 の ウ ォレスを批

判 す べ く,ス パ ル タ的 軍 国主 義 の古代 の原理 と,イ ンダス トリを基 調 とす る商

業社 会 の近代 の原 理 を対比 して,後 者 の優 位 を主張 した4〕。

「平 和 の技 術 」 と して の 商業 とい う表 現 が,ヒ ュー ムな らず と もこの時 代 の

知識 人 に よ って 頻 繁 に使 わ れ るよ うに な る こ とに,社 会 形成 原 理 と して の新 し

い商 業 観 の定 着 と流布 が示 されて い る。 こ う して正義 と.い う法 的規 範 が商 業 に

近づ け られ,い わ ば商業 の属性 と して発 生す る とされ た の と同 じく,徳 とい う

公 共 的 存在 と して の人 間の 主体性,社 会性 もイ ン ダス トリと商業 に接近 させ ら

れて 理 解 され るよ うに な って い く。正義 と徳 が,商 業 と対 立 す るので は な く,

共 存 ・接 近 させ られ る ことに よ って,商 業 を媒 介者 と して個 人 の イ ンダ レス ト

が 公 共 の イ ン タ レス トに導 かれ る ことが 可 能 に な る。 イ ン タ レス トの概 念 の歴

史 は 別 に辿 られ な けれ ば な らないが,い ず れ にせ よ,こ のパ ラ ダイ ムの転換 は

革命 的 な転 換 で あ った 。 そ して この転 換 にお いて モ ンテス キ ュー,ヒ ュー ム の

果 た した役 割 は大 きい が,こ の新 しいパ ラ ダイ ムを体 系 的な もの に仕 上 げ た の

はス ミスで あ る。 この よ うな商業 と商 業観 の変化 は,人 間の情 念 の変 化 ・温和

化,生 活様 式 の 変化=洗 練 と相 互 に関連 が あ る。 商業 的 ・ブ ル ジ ョア的文 化 の

成 立 と関連 が あ る。 この変化 過 程 の研 究 は最 近 に な って,八 一 シ ュマ ン,ポ ー

コ ック,フ ィリ ップス ンな どの業績 に よ って ,非 常 に進 んで きた とい え るで あ

ろ う5}。

この ような パ ラダイ ムの転換,新 しい商 業 イデ オロ ギー の成 立 の文脈 のなか

で,民 兵 論争 は展 開 され たの で あ り,ス コ ッ トラ ン ドの この 時代 の軍事 問題 の

イデ オ ロギ ー的背 景 は この よ うな もので あ った。歴 史 的背 景 を,も う少 し,具

体 的 に補足 して お こう。

実 の ところ,軍 事 問題 は,ス コ ッ トラ ン ドの社 会 自体 に と って は い うまで も

4)Hume,OfthePopulousnessofAncientNations〔1985〕
,PP.377-464(邦 訳 〔1983〕,139-237

ペ ー ジ 。)

5)Hi紬m… 〔・977〕(邦 訳 〔1985〕>P・ …k1:1975〕
,〔1985〕Phillip・ 。・ 〔1974〕,〔1981〕,〔 エ987〕
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な く,ス コ ッ トラ ン ドの啓蒙 思 想家 に と って も重要 な問 題 であ った。 その理 由

は大略 こ うで あ る。

第 一 に,ス コ ッ トラ ン ドは軍 事 的 ・好戦 的 な伝統 の国 で あ って,17世 紀 以 来

の商業 の発展 によ って,次 第 に軍事 的封建 的社 会 か ら商 業社 会 へ と社 会構 造 が

変化 しつ つ あ った に もか か わ らず,そ の よ うな軍事 的伝 統 はナ シ ョナ ル ・ア イ

デ ンテ ィテ ィーの基 盤 と して残 存 してい た。 と ころが,イ ング ラ ン ドとの合邦

(1707年 〉 に よる国 制 の変革 の なか で,防 衛 体 制 も再検 討 を迫 られ る こと にな

る。周 知 の よ うに,合 邦 はお よそ 国民 的合 意 の 産物 とい え るよ うな もので はな

か った。 反対 意 見が圧 倒 的多 数 で あ った。 合 邦 とそれ に よ るイ ング ラ ン ドの名

誉 革命 体 制へ の ス コ ッ トラ ン ドの編 入 に反 対 した スチ ュアー ト家 とジ ャコバ イ

ト貴族 ぽ,復 古体 制 の再 興 を 目指 して幾度 も反乱 を企 てた が,そ の際,多 数 の

合 邦 反対 派 の勢力 を動員 で きた。 この ジ ャコバ イ トの反 乱(主 要 な もの は1715

年,1745年)は,そ の主 力 軍 を な したハ イ ラン ド氏族 軍 の 勇猛 さを改 め て認 識

させ る と ともに,多 くの ス コ ッ トラ ン ド人 に防衛 問 題 に直 面す る とい う経 験 を

強い た ので あ る。例 えば,ジ ャ コバ イ ト軍か らエ デ ィンバ ラを防衛 す るた め に,

ウ ィ リアム ・ロバ ー トス ンや ジ ョン ・ヒュー ムな どの エ デ ィンバ ラの若 い知 識

人た ちは,自 ら志願 して 防衛 に当た った 。45年 の反 乱 の鎮 圧 の あ と,ブ リテ ン

政府 は徹 底 的 なハ イ ラ ン ドの 平定 と ジ ャコバ イ ト処 分 をお こな い,ス コ ッ トラ

ン ドは武装解 除 され た。

1750年 代 には植 民 地領有 をめ ぐる フ ラ ンス との戦 争 が始 ま り,正 規 軍は 海外

に送 られ たた め,手 薄 とな った 国防 を強化 す る民 兵法 案が1757年 に成立 す る。

しか し,こ の法律 は ス コ ッ トラ ン ドを除外 して イ ン グラ ン ドにのみ 民 兵制 度 を

.設 立 す る とい うもので,こ れ は ス コ ッ トラ ン ドに と って不 満 で あ った 。59年 に

な る とフ ランスの私 掠船 が ス コ ッ トラ ン ド近 海 に接近 し侵 略 の脅威 を生 んだ。

さ し迫 った脅 威 に対 して国土 と海岸 線 を防衛 す るた め に,ス コ ッ トラ ン ドに民

兵 制 度 を求 め る国民 運動 が展 開 され るこ とに な る。 ス コ ッ トラ ン ド啓 蒙 の温床

の 一つ 「選 良会 」SelectSocietyは,こ の時期,国 防 に 関わ る一連 の論 題 を討
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論 した61。60年 に は,ス コ ッ トラ ン ド選 出 議 員,ジ ェ イム ズ ・オズ ワル ドと ギ

ルバ ー ト ・エ リオ ッ トが ス コ ッ トラ ン ド民兵 法案 を議 会 に提 出 したが,ジ ャ コ

バ イ トの反乱 の記 憶 の 薄れ ない イ ング ラ ン ド議員 が ス コ ッ トラ ン ド人に武 器 を

もたせ るの は危 険 だ と して反対 した ため,法 案 は否決 され た。 そ う した歴 史 を

背景 と して,ま た フ ァー ガ ス ンや カー.ライルた ち穏健 派 知識 人 を 中心 と して,

ス コ ッ トラ ン ドの啓 蒙 思想 家 は,62年 に イ ング ラ ン ドとの権 利 の対 等 と民 兵 に

よ る自衛権 を唱 え て,ポ ー カー ・ク ラブ(ポ ー カー とは火か き棒 の こと)を 設

立 し;'院 外 運 動 を展 開 してい くこ とに な る。

そ して,さ らに は この よ うな事 件や社 会 変 動 を貫 い て進展 す る伝 統社 会 の 商

業社 会 化 は,当 然 の結 果 と して武 勇心 の衰 退 を伴 うので はない か,と す れば そ

の対 策 は何 に求 め れば よい のか,と い う問題 が意 識 され,論 じられ た。 そ して

そ の対 策 の一環 と して様 々 な民 兵 制 の提 案 が 行わ れ た。 した が って ス コ ッ トラ

ン ドにお け る民 兵 論争 は,現 実 の 防衛 問題 と国民 の道 徳 生活 の再 建 とい う,相

互 に関 連す るが異 な る二 つ の焦 点 を もってい た。 この二 つ の焦 点 の あいだ を揺

れ なが ら,ス コ ッ トラ ン ドの民 兵論 争 は フラ ンス革 命 の 時期 まで,い くつ か の

ピー クを もちなが ら,続 い て い く。法案 は1760年 の後,62.年,76年,82年 と議

会 に提 出 され て は失敗 し,つ い に1797年 にな ってや っ と成立 す る。

とこ ろで,周 知 のよ うに,民 兵論 は,近 代 ヨー ロ ッパ 思想 史 に お いて は,マ

キ ャヴ ェ ッリ,グ ィ ッチ ャル デ ィー ニ以 来 の 共和 主 義 の 思想 的伝 統 におい て そ

の 自由概念 の不 可 欠の コ ロ ラ リー と して論 じられ て きた7)。 イ ン グ ラ ン ドに お

いて も,ピ ュー リ タン革命 期 の 共和 主義 者 た ち は,ハ リン トンに代表 され るよ

うに,し ば しば民兵 論 を展 開 した。 さ らにま た1690年 代 の イ ン グラ ン ドにお け

る常 備 軍 論争 にお いて,ト レ ンチ ヤー ド,ト ラン ド,モ イル,フ レ ッチ ャー た

ち共和 主義 者 は,常 備 軍 の削 減 と民 兵 軍 の拡 充 案 を提唱 した%そ の後 も民 兵

6>Robertson〔1985ユ.PP.85-6に 紹 介 され て い る 。

7)近 代 ヨー ロ ッパ に お け る 共 和 主 義 と民 兵 論 につ い て はPocock〔1975〕 を参 照 。

8)Schwoerer〔1974〕
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問題 は18世 紀 の政 治 の 一つ の争 点 と して 論争 の主 題で あ り続 け る こ とは,す で.

に示 唆 した 通 りで あ る9〕。

その よ うな思想 史上 の遺 産 と歴 史上 の経 験 を継 承 し踏 まえ なが ら,シ ャー と

ロバ ー トス ンが 詳細 に解 明 した よ うに10),こ の時 代 の ス コ ッ トラ ン ドの民 兵 論

は フ レ ッチ ャー に始 ま り,ハ チ ス ンか ら ヒェー ム,ケ イ ムズ,フ ァー ガス ン,

カー ライルた ち に受 け継 が れ,ス ミス に よって一 つ の結 論が 与 え られ る。 この

「ス コ ッ トラ ン ド啓 蒙 と民 兵 論 争」 の全 貌 につい ては,ロ バ ー トス ンの著 書 な

どに譲 る と して,こ こで は まず ミラー の 『階 級 区分 の起 源』 にお け る軍 事論,

ス ミス の 『法学 講 義』 の軍 事論,そ して二人 に直 接 ・間接 に影響 を与 えた と推

定 され る ヒ ュー ムの民 兵制 につ い て の見解 を一瞥 す るこ とに よ って,別 稿 に お

い て ス ミス と ミラーの 議論 につ い て一 歩 掘 り下 げた考 察 を試 み る前 提 とコ ンテ

クス トを明 らか に して お きた い'%

H『 階級 区分の起源』における軍制論

『階 級 区 分 の 起 源 』 の 第3版(ユ779年,初 版 は1771年)と 第4版(1806年)

の 第5章 は 「諸 技 術 に お け る,ま た 洗 練 さ れ た 生 活 様 式 に お け る 一 国 民 の 進 歩

に よ っ て,そ の 統 治 に 生 み だ さ れ た 変 化 」 と い う 章 題 を もつ が.事 実 上,絶 対

君 主 政 論 で あ り,同 時 に そ の も と で の 国 民 の 自 由 が 考 察 さ れ て い る 。 す な わ ち

本 章 は3節 か ら な り,第1節 で 「主 権 者 の 権 力 を 増 強 す る傾 向 を も つ 諸 事 情 」,

第2節 で 「国 民 の 特 権 を 進 展 さ せ る の に 貢 献 す る 他 の 事 情 」 を 論 じ た の ち,最

後 の 第3節 で,絶 対 君 主 政 へ 向 か う 傾 向 と 自 由 と民 主 政 へ 向 か う 傾 向 と い う こ

の 二 つ の 「異 な る 原 理 の 対 立 の 結 果 」 を 考 察 す る1%

こ の よ う に 自 然 史 ・普 遍 史 の ス タ イ ル で 述 べ ら れ て は い る も の の,こ の ト

9)18世 紀 の常備 軍論争 につい てはWestern〔1965〕.

10>Sher〔1985〕,Robertson〔1985〕.

11>篠 原 〔1986〕,第5章 「ス コ ッ トラ ン ド民 兵論 とア ダム ・ス ミス」 は,フ レ ッチ ャー フ ァー

ガス ン,カ ー ライル,ケ イムズの提案 につ いて簡潔 な分析 を行 うとともに,ス ミスの軍 事論 を詳

細 に考察 して い る。 尚,Sher〔1989〕 は ロバー トス ンに対 す る批判 的補 完 の意味 を もつ。

12)以 下 の 『階 級区分 の起源」 の引用 テクス トは第3版 の再版(よ78ユ,London)で あ る。
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ピ ックが 念頭 に置 い てい るの は,主 と して近 代 ヨー ロ ッパ 史 の展 開で あ る。 そ

して比 較 の た めに古 典 古代 の ポ リス社 会 が登場 す る。 そ して この章 は ,半 ば,

前 述 の 「商 業 と自 由」 とい うモ ンテ ス キ ュー,ヒ ュー ム→ ス ミス の 近 代 ヨー

ロ ッパ 文 明史 のテ ーマ の継承 的展 開 とみ るこ とが で きる。 さ ら にこの章 は,基

本 的 に 「懐 疑 的 ウ イ ッグ」(フ ォー ブ ス)一 この呼 び名 は欠 陥 もあ るが,利

用 価値 も大 きい で あ るが,い くぶ んか は 「真 性 ウ イ ッグ」 よ りの思 想 家だ

と思わ れ る ミラー の近 代社 会 成立 史論 の核心 部分 で あ り,そ れ 自体 と して興 味

深 い議 論 が み られ る。 それゆ えに,こ の章 は 『階級 区分 の起 源 』 に論 及 す る研

究者 の注 目を もっ と も多 く集 め た章で あ る。 ミラー はモ ンテ ス キ ュー とヒ ュー

ムに始 ま り,ス ミスが掘 下 げ た,こ う した知 的遺 産 の継 承者 と して 「商業 と自

由」 の テ ー マ を彫 琢 した の で あ る。 ミラー と ヒュー ム,ス ミス との 関 連 は,

テー マ 的 同一性 にみ られ るだ けで な く,と くに ス ミスの 『法学 講 義』 の影響 は

か な り濃 厚 だ と思 われ る し,ま た ヒュー ムの ミラーへ の影 響 はつ と に レー マ ン

が指 摘 した と ころ で あ る1%

『階級 区 分の 起 源』 の第3版 築5章 は,第2版 の 第4章 第2節 が 独立 して 章

とな った もの で あ る。 その さい,節 の題 「文 明 と洗練 にお け るそ の進歩 に よ っ

て一 国 民 の統 治 に もた らされ た変化 」 が,上 に記 した よ うに改 め られ た。 文 章

は大 幅 な変 更が 見 られ る。 変更 の多 くは加筆 で あ り,つ いで 表現 の 修正 が幾 つ

か あ り,削 除 も若 干 な され て いる。初 版 と2版 に存在 した3つ の文 献注 は3版

で は削 除 され てい る。 そ の3つ はモ ンテ ス キ ュー の 『ロー マ 人盛 衰 起 源 論』,

ロバ ー トス ン 『カー ル5世 史』,そ して ヒュー ム 『イ ン グ ラ ン ド史』 で あ る。

第3版 は 『国富 論 』 の刊 行 の2年 後 に出版 され た ので あ るが ,『 国富 論 』 の 影

響 を受 けた 変更 とみ られ る箇 所 は ない、,

第5章 第 ユ節 は,前 述 の よ うに 「絶 対 君 主 政 」 に導 く原 因 と傾 向の 解 明 が

テー マで あ るが,ミ ラー は軍 制 と裁判 制度 お よび税 制 の三者 を ク ロー ズ ・ア ッ

プ し,こ の 三者 そ れぞ れ の 発展 を 「諸技 術(→ 産 業 活 動)」 の発 展 との 関係 で

13)Lehmann〔1960〕,p .18,102,116,316n.
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跡づ け,そ れ らが いか に して君 主権 力 の強大化 ・絶対 化 に結 びつ くか を説 く。

ここで 取 り上げ るの は,軍 制 のみ で あ る。

一般 的 に 「生 活 の諸技 術 にお け る一 国民 の発 展 は ,諸 個 人 の境 遇 とか れ らの

統 治 の全 構 造 にお け る種 々様 々 な変化 を随伴 す る。」14}ミラー は この命 題一 土

台→ 上部構 造論 と称 して差 し支 え ないだ ろ う一 の提 示 か ら始め る。

「未 開時代 」 の人 類 は,「 掠奪 」 に よ って富 を獲 得 す る と と もに,「 勇気 」 に

よって 「栄 誉(distinction)」 を獲 得 した い との 動機 に導 か れ て,頻 繁 に 「軍

事 遠 征」 を行 う。 そ してや が て軍 事 技術 の経 験 が生 まれ,「 祖 国 の防 衛」 に従

事 す る 「強 力 な民兵 」(militia)が 形 成 され る。

これが 狩 猟→ 遊 牧段 階の小社 会 と農業 段 階初期 の社 会 の 軍 制で あ る こ とは,

明 らか で あ る。 とこ ろが,「 諸 個 人 を抑 圧 か ら保護 し,異 な る家 族 間 に存 続 し

た私 戦 を終 結 させ るた め に,政 府 が きわ めて 強大 な権 威 を要 求 す る」[5}段階 に

なる と,人 々 は次 第 に戦 闘 を経 験 しな くな り 「武 勇心 」(martialardour)は 弱

くな る。

さ ら に,ミ ラー に よ れ ば,「 奢 侈 の 導 入 に よ る 技 術 と製 造 業(artsand

manufactures>の 発 展 は,人 々 の心 を なお い っそ う弱化 させ,人 々 は家庭 で の

慰安 と娯 楽 を よ り享 受 す る につ れ て軍 隊生 活 の苦 難 と危 険 に非常 に嫌 悪 を感 じ

る よ うに な り,軍 隊生 活が 与 え る類 の名 声 に よ り少 ない価 値 しか 置か な くな

る。」16♪こ う した価 値 観 の 変 化 に加 えて,「 勤 労(industry)の 増 大 は,絶 え ざ

る 注 意 を 必 要 とす る儲 け 仕 事(lucrativeemployment)を 創 出 し」,各 種 の

「商 人 と手工 業 者」 を生 みだす が,か れ らには軍役 につ く暇 は ない17)O

こ う して,み ず か ら戦 役 に 出 陣 す る代 わ りに 貨 幣 を 供 出 す る 「示 談 金 」

(composition)が 導 入 され,「 主権 者 」 はそ れ に よって 「傭 兵 軍」 を 雇 う よ う

にな る。 さ らに,臨 戦 体 制 を し く利益 に気 づ いた 主権者 は,続 いて 「常 備軍 」

14)Millar〔1791〕,p.269

15)Ibid.,p.271.

16)[bid.,PP.271-2.

17)Ibid.,p,272,
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(regularstandingarmy)を 導入 す る。 「兵 士 の仕 事 は独 自の一 身分 の者 の 専

有す る特 別 の職 業 とな り,他 方,残 りの住 民 は全面 的 に武 装解 除 され る。」=帥こ

こに軍事 と民 事 の分 業=専 業化 が確 立 す る。

ミラー に よれ ば,「 国防 手段 に関す る この重 要 な変 革」 はす べ て の 「文 明 化

され た富 裕 な古 代 諸 国民 」 に生 じた し,「 ヨー ロ ッパ の近 代諸 国民 に おい て は,

封 建 的民 兵 軍 の廃 棄 は,技 術 と製造 業 にお ける人 々の進 歩 の直接 的結 果 で あ っ

た。」 そ して封 建 的 民兵 軍 の 「正 規軍 」(aregularbodyoftroops)へ の 移行 は,

フラ ンスで は ル イ13世 の治 世 に,ド イ ツで も同 じ時期 に行 わ れ ,そ の うち全

ヨー ロ ッパ諸 国 に広 ま った19〕。

以 上 の議 論 は 『グ ラス ゴ ウ法 学講 義』 の ス ミス の議 論 にいか ほ どか類 似 して

い る と言 え よ う。 ス ミス の主張 につ い ては後 にふ れ る。 この よ うに軍制 の変 革

を跡 づ けて ミラー は述 べ る。 「常備 傭 兵 軍 が,国 王 の権 力 と大 権.そ れ は 熱

弁 の主 題 とな っ て きた を増 強す る傾 向 は十 分 に明 白で あ る。 軍 隊が 直接 的

に君 主 の指 揮 下 におか れ るので,ま た軍 隊 を構成 す る諸個 人が 昇 進 を完全 に彼

に依 存す るの で,そ して ま た別 個 の 身分 とな る こ とに よってか れ らは同胞 市 民

の権 利 に無 関心 に な りが ち なので,多 くの場 合,か れ らが 国王 の命 令 に暗 黙 の

服 従 を しょ う とす る こ とが期 待 され るで あ ろ う し,反 乱 を鎮圧 し,侵 入 を撃退

す るため に維 持 され る同 じ軍 事 力が,し ば しば国民 の 自由 を覆 し破壊 す るた め

に利 用 さ れ る可 能性 が生 じる。」2ω

ミラー は1750年 代 後半 か ら60年 代 にか けて の,ま た アメ リカ戦争 時 代 の ,ス

コ ッ トラ ン ド民兵 運動 につ い て ,直 接 の言及 を して い ない し,民 兵 運動 の推 進

団体 で あ った フ ァー ガス ンた ちの ポ ー カー ・ク ラブの メ ンバー に もな ってい な

いので ・ ス コ ッ トラ ン ド民 兵 運 動 にた いす る ミラー の態度 は不 明 なので あ るが
,

国民 の 自由 を何 よ り も重要 と考 え,こ の よ うに常備 軍 に警 戒 的発 言 を して い る

18)Ibid,,PP.272-3,

19)Ibid.,PP,274-5.

20)Ibid,,p.275,
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ことは,ミ ラーの立場 を明確 にす るための参考にはなろう。

別稿で改 めて と りあげて詳 しく立 ち入 る予定であ るが,『 イングラン ド統治

史論』 は,第4巻 に 「勇気 と剛毅(忍 耐)」 と題す る論説 を含んで いる。 ここ

で ミラーは商業社会 における軍事精神 の衰退 につ いて考察 し,常 備 軍の危険に

ついて も指摘 しているが,商 業社会に常備軍 の対重 と して民兵軍 を導入す るこ

とは困難だ とも述べている。すなわち,「 勇気 の徳は,近 代 の ヨー ッパのすべ

ての諸 国民において,商 業 と製造業の発展 に比例 して衰退 したよ うに思われ る。

この衰退の最初の顕著な結果は,国 民 の大集 団に軍役 を放棄させ,社 会全般か

ら無差別 に集められた職業兵士 に国防の負担 を委ね ることであった。 この慣行

は最初 の商業諸国によって導入 され,商 業発展の経歴を追 った他の諸国 によっ

て次 第に採用 された。 この慣行 は概 して軍隊の主要な指揮権 を与 えられた主権

者 に好都合 であったけれ ども,同 じ理 由か ら国民 の側 には警戒 をか きたてない

ではおかなかった。 とい うのは,国 民 は,か れ らの首席為政者 によって召集 さ

れ維持 され る傭兵軍 によって,自 らの自由 と権利がほ しい ままに扱 われ ると了

解 したか らであ る。 しか しこのよ うな諸国の どこかで,常 備軍 の対重 として役

立て るべ く国民の民兵軍を保持 しようとして,ど のような愛国的 な手段が とら

れ ようと,民 兵軍か ら多大な利益 を引 き出すために国民 を民兵にす るとい う規

制を強制す るのは困難であって,そ の困難 は,そ うした規制が時代精神 に逆行

す るものであるとい うことの十分 な証拠を与 えるにちがいない。」2D

フ ァーガス ンや カー ライルな どのいわゆるスコッ トラン ド教会の穏健派知識

人が主導 した民兵運動 は,ス コ ットラン ドの防衛が正規軍に よっては十分で な

いので,そ れを補完す るもの としてイングラン ドのような民兵制 をスコ ッ トラ

ン ドに樹立す るこ とを求める運動 であった。 「ス コッ トラン ドは無防備 の国家

なので,フ ランスの無礼なチ ュロの小艦隊の劣悪 な装備 にさえ恐れおのの くと

いった特別な不名誉 に耐えるほ どである。誰 もが知 ってい るように,か れは上

陸 しようと思えばできたであ ろうし,そ の場合には二三Rで 何年 もかか ったあ

21)Miller〔1803〕,Vol.4,PP.188.9.
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な たが たの 幼 弱 な製造 業 を壊 滅 させ た で あ ろ う。」 これ は 『ス コ ッッ ・マ ガ ジ

ン』1760年3月 号 が 載 せた 「北 ブ リテ ンの価 値 あ る代 表 た ち」 に宛 て た 「独 立

派 ブ リ トン」 の署名 を もつ手 紙 の一節 で あ る22♪。 文明 社 会 の安 逸 によ っ て,ま

た分 業 に よ って退 化 しがち な国 民 の道 徳的 能 力,公 共 精神 の覚醒 と練 磨 とい う

こ と も計 算 の うち にあ った 。議 会 に提 案 され て否 決 され た議 案 も国 防 の強化 を

趣 旨 とした もので あ った。 した が って,常 備 軍 に代 えて民 兵 軍 を採 用す べ しと

い う,オ ー ル ド ・ウ イ ッグ=コ モ ンウ ェル スマ ンの民 兵論 と根 本 主張 に おい て

異 な る もの で あ った。 なぜ な ら,フ ァーーガス ンた ち の主張 は第一 に外 敵 か ら国

民 と国土 を ま もる国 防手段 と して の民兵 で あ るの にた い して,コ モ ンウェル ス

マ ンの民 兵 軍 は国民 の 自由 を内外 の圧 政 者 に対 して ま もる ものだ か らで ある。

したが って,共 和 主 義 者 に とって は国王 の専 制 の手段 にな りうる常 備 軍 と国民

の 自由 を ま もる民 兵 軍 の差 異 は基 本 的差 異 な ので あ る。 ミラーの常 備 軍 にた い

す る警 戒 的発 言 は,し たが って ポー カ ーの メ ンバ ーた ち に よ りは,む しろコモ

ンウェ ル スマ ン ・ラデ ィカル ・ウ イ ッグの 主張 と共 鳴す るで あ ろ う。 も しそ う

とす れ ば,ミ ラーが ス コ ッ トラ ン ド民 兵運 動 に加 わ らなか ったの は,ミ ラー の

側 で 一線 を画 したか ら とい うよ り も,ミ ラー の急 進的 主張 に警戒 を した フ ァー

ガス ンた ちが ミラー を排 除 した か らで あ る とい う可能 性 の ほ うが あ りそ うに思

われ る。

皿 『グラスゴウ法学講義』におけるスミスの民兵論

ポ ー カー ・ク ラブ に名 を連 ね た ス ミス は,1784年 までそ の会 員 で あ ったが,

に もか か わ らず他 の メ ンバ ーた ち と民 兵制 につ い ての見 解 が どの 程度 一 致 して

いたか に は疑 問 が あ る。 ス ミス に は,民 兵 制 を支 持す る発 言 とと もに ,分 業 を

原理 とす る近代 の商業 社 会 におい て は,制 度上 も効率 にお い て も原 理 的 に常 備

軍が 適切 で あ る こと,そ して常備 軍 が 国民 の 自由 を破 壊す る危 険性 は ,そ の 指

導 者 が貴 族 とジ ェ ン トリか らな る場 合 に は,存 在 しない とい う主 張 が共 存 して

22)ScotsMagazine,March1760 ,p,167.
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いると思われるか らであ る。

ス ミスの民兵制 と常備軍 についての見解については,多 くは レーや アレヴ ィ

や ロバー トス ン,篠 原 の よ うに変 化説を とって きた が,ウ ィンチは不変説 を

とっている。いず れが正 しい として も,ス ミスの議論 は単純明快 ではな く,相

当 に複 雑で あ る。す なわ ち,『 グラスゴ ウ法学講義』 か ら 『国富論』へ とス ミ

スの議論を辿 るとき,一 見,ス ミスは民兵支持か ら常備軍支持へ と立場 を変 え

たよ うに見 える。 しか し,ス ミスの二つのテクス トをよ く検討する と,そ の主

張 は民兵支持か ら常備軍支持に移行 した と単純 に言 えるような もので な く,む

しろか な り込み入 ってお り,詳 細 に検討すれば,民 兵支持論 と常備軍支持論が

両 テクス トに並存 していることがみいだせ るように思われる。

ス ミスの議論 の枠組みは どうな ってい るのだろ うか。 この問題 の十分 な検討

は別稿を必要 とす るので,こ こではその輪郭 を示 してお こう。二つのテクス ト

を通 して,最 大の論点 は二つ,第 一 に国民 の 自由 との関連 は どうか(自 由に

とって危険で ないか どうか),第 二に社会 の原理 との関連 は どうか(分 業の発

展 と両立す るか どうか)で あるよ うに思われ る。そ して もう一つの論点 をあげ

るならぼ,商 業が もた らす軍事的精神(尚 武 の精神)の 衰退 を くい とめ るため

に民兵制を利用す るか どうかである。

ス ミスは,『 グラス ゴゥ法学講義』(LJB,1763-4)に おいて,二 つ の種類 の

常備 軍を区別 して,国 民の 自由に対す る危険性 とい う問題 にふれて,次 のよ.う

に述べ てい る。 「常備 軍には二つの種 類がある。第一 は政府が特定 の人々に職

務 を与えて,こ の人々に,彼 等があつめた各 々の人 に対す るある金額を支給す

る場合である。 この ような常備軍は,我 々自身のそれの典型であ るが,こ れか

ら生ず る危険は第二の種類 の ものよ り少 ない。第二の ものとは,政 府が,彼 等

を援助 するためにあ る数の軍隊を指揮 するという一括契約を,一 人の将軍 と結

ぶ場合 で,そ れ はイタリアのい くつかの小国における常備軍 の典型であ る。 政

府 は,手 工業が まだ発達 していない地域のある首長 と契約す る。そ して士官 た

ちはすべて彼 に従属 し,彼 は国家か ら独立 しているので,彼 の雇主は彼 の掌 中
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にあ る。」231

この よ うな 二類 型 の説 明 に続 けて,ス ミス は述 べ る。 「しか しわ が 国 のよ う

な常 備軍 が,そ の武 器 を政府 にむ ける恐れ はあ ま りない 。 なぜ な らば,士 官 は

名誉 を重 んず る人 々 で あ り,こ の 国 に対 して 大 きなつ なが りを もって い るか ら

で あ る。 しか しなお あ る場 合 に は,常 備 軍 が 国民 の 自由 に とって危 険 な こ とが

証 明 され た 。 それ は我 々 自身の 国で起 こった よ うに,主 権 者 の力 に関す る問題

が 議論 され るにい た った場 合 で あ る。 なぜ な らば 常備 軍 は一 般 に王 に味 方す る

か らで あ る。兵 士 の本 能 は その 指揮者 へ の服 従 で あ るが,王 が彼 を任 命 し給 料

を払 うの で,彼 は王 に対 して奉 仕 の義 務 が あ る と考 え る。」劉 こ こで ス ミスが 念

頭 に浮 か べ てい るの は,ピ ュー リ タン革 命 に おけ る王 と議 会 の主権 をめ ぐる抗

争で あ るが,そ の抗 争 は王 が指 揮 す る常備 軍 が 国民 の 自由 に とって危 険で あ る

こ とを証 明 した,と い うので あ る。 したが っ て,『 グ ラス ゴ ウ法学 講 義』 の ス

ミス によ れば,国 民 の 自由 を危 険 に さ らさな い とい う意 味で優iれ てい るのは民

兵軍 とい うこ とにな るで あ ろ う。

「こ うい う こ とは,正 当 な 国民 軍 が建 設 され て いれ ば,決 して あ り得 な いだ

ろ う。か よ うな国民 軍 が存 在 す るス ウ ェーデ ンで は,国 民 は危 険 にさ らされ て

い ない。」 「国の 公職 を 有す る地 主 紳士landedgentlemenに 指 揮 され て い る国

民 軍militiaが,だ れ か の た め にそ の 国 の 自由 を犠 牲 にす る とは 決 して予 想 さ

れ得 ない 。 その よ うな国民 軍 は,疑 い もな く,他 国民 の常備 軍 に対 す る最 良 の

防御 で あ ろ う。」25}この 国民 軍 ・民 兵 軍 を擁 護 す る(共 和 主義 的,カ ン トリ的

な)議 論 は,ウ ィ ンチ も指 摘 す る よ うに25},地 主 紳士 が 指揮 す る 「常 備 軍」 は

危 険 で な い とい う先程 の(コ ー ト的 な〉常備 軍 の擁 護 論 と同型で あ り,議 論 の

構 造 と して互 換 的で あ る。 ここか らあ る種 の曖 昧 さが 生 まれ てい るが,こ の曖

昧 さ は 『国富 論』 に も持 ち越 され る。 ス ミスの この よ うな常 備 軍 と民 兵軍 の互

23)Smith,LJB,p.543.(邦 訳,465ペ ージ)。

24)lbid.,PP.543-4,(邦 訳,465-6ペ ージ)。
25)(bid.,p.544.543,(邦 訳,466ベ ージ)。
26)Winch〔1978〕,p,109.(邦 訳,132ペ ージ)。
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換的 な扱いかたが示唆す るのは,ス ミスにとって問題 の重点 は常備軍か,民 兵

軍か とい う二者 一択一 にあ るので はな く,「地主紳士」 による指導 の有無 とい

う点 にあった とい うことである。従 って,地 主紳士が指導す る限 り,基 本的に

は,常 備軍 も民兵軍 も,両 者 の相互補完的採用 も,国 民 の自由を損な うことは

ない,と い うことにな る。 しか し,そ うした前提 の上で,こ の段階では,民 兵

軍がベス トだ とス ミスは考 えてい るよ うに見 える。

自由が確保 されれば,次 の問題 は,効 率 および徳性 との関連であ るが,効 率

との関連では商業社会では常備軍が優れていることにな るであろ う。否,そ も

そ も民兵軍は分業が発展 し,人 々が時間 と能率 におわれ多忙 に動 き回る商業社

会 と両立す るであ ろうか。社会発展の原理 としての分業の発展 は別 の結論 に導

くので はないだ ろ うか。 ス ミスは歴史 的な視点か らこ う述べ ている。「狩猟 ・

牧畜民族 にあ っては,来 た民族が農耕へ と進んだ ときでさえ,そ の全体が戦争

をす るため に出か けた。手工業 ・製造業が進歩 し始め ると,全 体が行 くことは

で きない。そ してこれ らの仕事は骨が折れ,大 きな利益があるわけではないか

ら……最上層の者が戦争 に行 く。その後,商 工業がさ らに進 んで,非 常 に利益

が多 くな り始め ると,国 家の防衛 は もっとも賎 しい者 にまかせ られ る。 これが

大 ブリテンの現状 なので ある。」2のこうして,「 常備軍 がいか に多 くの非難 を受

けようとも,社 会の一定 の時期 にはそれが導入 されなけれ ばな らない」28)とい

うことになる。そ うとすれば分業の進展が社会発展の必然である以上,ブ リテ

ンの型の常備軍が現実 には優位性 をもつ とい うのが ス ミスの結論 とならなけれ

ばならないであろ う。 しか し,ス ミスの この必然論 は,常 備 軍の積極的擁護論

ではない。それは 「常備軍が いか に非難 を受けようとも」 とい う条件節が示 し

ている。

最後 に,『 グラス ゴウ法学講 義』 もまた商業の発展 は尚武の精神 の衰退 を引

き起 こす ことについて論 じている。 ス ミスは軍事を論 じる直前 において,「 商

27)Smith,LJB,p.542.(邦 訳,462-3ペ ー ジ)。

28)!bid.,p,543.(邦 訳,465ペ ー ジ)。



スコットランド啓蒙における商業と軍事(405)17

'業 が国民 の風習(themannersofapeople)に お よぼす影響」を論 じ,モ ンテ

スキ ュー に賛成 して,い かなる国で も商業が導入され ると誠実 と几帳面が伴 う

こと,し か しそれ は国民性 に帰すべ きで はな く(モ ンテ スキ ュー批判) ,利 己

心の結果 であることを主張 し,ζ の誠実 と几帳面 さを商業国民の主要 な徳 とし

て評価 した。他方,商 業に伴 う不都合 として,第1に ,商 業精神 は人々の視野

を制限 し,第2に 教育が疎かにされ,最 後 に勇気 を挫 き尚武 の精神 を消滅 させ

る傾 向があ ることを指摘 しだ9}。 この最後 の点だ けをみてお こう。

ス ミスは述べ る。商業国では分業が無限に行われ,各 人 は細分 された一つの

職業 を専業 として営 む。戦争 も一つの職業 となる。人は一部門の業務 を学ぶ暇

しか もたない。すべ ての人に軍事的技術 を習得させ るのは大 きな不利益 となる。

したが って,国 防は一定の人々に委ね られ,そ の結果,国 民 の軍事的勇気 は衰

退す る。「1745年に,4,5千 の裸の無防備のハイラン ド人が,こ の国の進歩 し

た諸 地域 を,そ の非好戦的住民の抵抗をなん ら受 けず に占領 した。かれ らはイ

ングラン ドに侵入 して全国民を驚か したが,も し常備軍の抵抗が なか ったな ら,

かれ らは難 な く王冠 を奪い取 って しまったであ ろう。」3の

ス ミスは,こ のよ うな商業精神の悪影響 の矯正は真剣 な注意 に値す ると述べ

て,こ こでの議論 を閉 じてい る。そ してス ミスは次に,民 兵軍 についての先 に

取 り上げた議論 に入 ってい く。 こうした議論の手順か らす ると,民 兵軍 の採用

による商業精神 ・分業の悪影響 の克服 とい う(『 国富論』.に存在す る)議 論 が

すで に(ス ミスの内部 には)存 在 したのではないか と推定 したい気に もな るが,

明示的には(テ クス トには)そ れは存在 しない。

こ うして,全 体 として,『 グラスゴウ法学講義』 の論議 は,理 論的詰め を欠

いていると言わ なければな らない。 これは講義 ノー トゆえの限界 とみな して よ

いで あろ う。 また分業の原理 と対立 しない民兵制 を考えることも試み られてい

ないが,全 体 の印象 としては,ス ミスの議論の方向は民兵 制支持 に傾斜 してい

29)Ibid.,PP.538-40.(邦 訳 ,452-8ペ ー ジ)。

30)Ibid.PP.541-2 .(邦 訳 ,458-9ペ ー ジ)。
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るよ うに思 わ れ る。 それ が この段 階の ス ミスの議論 の特徴 とで き るであ ろ う。

IVヒ ュームにおける民兵制 と共和主義

とこ ろで,先 の引用 文 に見 られ るス ウ ェー デ ンの民兵 制 につ い て の高 い評 価

は,ス ミスだ けで な く,ヒ ュー ムに も存在 す る。 ヒュー ムは,つ と に 『政治 論

集』(1752)の 「理 想 の共 和 国案 」 の なか で,こ う述 べ てい た。 軍 事指 揮 権 が

国王 の大権 事 項 で あ る制限 君 主政体 で は,常 備軍 を堅持 す る 口実 を設 け るた め

に国王 が 民兵 制 を ない が しろ にす る危 険 が あ る。 これ は ブ リテ ンの 統治 組織 の

病 気で あ って,こ の病気 は政府 を滅 ぼす にちが い ない。 しか し 「ス ウ ェー デ ン

は,あ る程度,こ の不都 合 を解決 した ので あ って,そ の制 限君 主政 体 に よ って,

ブ リテ ンの よ り危 険 で な い,常 備 軍 と共 に民 兵 軍 を も って い る よ うに思 わ れ

る。」3。

ヒュー ム は 「理 想 の共和 国案」 にお い て,ス イスの 民兵 制 をモ デ ルに して,

ロー テー シ ョ ンに よ って徴 募 した2万 人規模 のキ ャ ンプに よ る防衛 体 制 を構 想

した。 民兵 軍 な しには 「いか な る自由 な政体 も安全 ない し安 定性 を もち うるで

あ ろ う,と 考 える こ とは無.駄で あ る。」32)

この エ ッセ イは,思 考 実1験 とい う側面 を もつ こ と も確 かで あ るが,し か し,

そ れ に とどま る もので ない こ とは,そ の議論 の本 格 的 な構 成 と,当 時 の コー ト

とカ ン トリの 問の激 い 、・国制論 争 の背 景 とか ら推 定 して,否 定 で きない で あ ろ

う。 しか しま た,幾 つ か の素材 を前提 す る と,ヒ ュー ムの 主張 が不 変 の確 信 と

い うよ うな もので は お よそ ない こ とも否 定 しが たい 。 ヒュー ムは 『イ ング ラ ン

ド史』 にお い てハ リ ン トンを 好意 的 に評 価 して こう書 い て い る。 「ハ リ ン トン

の 『オ シア ナ』 はそ の時代 に は よ く合 ってい た ので あ って,当 時 はい くつ も想

像 上 の 共和 国案 が 論争 と談論 の 日々の主 題で あ った。 そ して 現代 で さえ それ は

ま さ に天才 の独 創 的 な作 品 と して賞賛 され る もの で あ る。 しか しなが ら,完 全

31)Hume〔1752〕,PP、301.一2.

32)1bid.,p.298.
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で 不 滅 の 共和 国 とい う観 念 は,常 に,完 全 で不 死 の人 間 と同 じ く空 想 的で あ

る。」劉

また ヒ ュー ムは,よ く知 られ て い る よ うに,少 し後 にな るが,1775年 の甥 へ

の手 紙 で,「 共和 政体 は抜 群 に最上 で あ る とい う ミラー氏 の意 見 に賛成 せ ざ る

を えな い」 が,し か しそれ は 「小 国 にのみ適 す る」 と明言 し,イ ング ラン ドで

共 和 政体 を樹 立 しよ う とす れば無 政 府状 態 に な るだ けで,そ の帰 結 は専 制で あ

る,と 書 いた鋤。 しか し,ヒ ュー ムはつ とに 「ブ リテ ンの政 体 は よ り絶 対 君 主

政 に傾 斜 して い るか,そ れ と も共和 政体 に傾 斜 してい るか 」 に おい て,あ らゆ

る政 治体 は不 可 避 的 に死 を迎 え るが,あ る種 の死 は他種 の死 よ り望 ま しい ので

「イ ング ラ ン ドの 国制 は,民 主政 にお い て消 滅 す る の と絶 対 君 主政 にお い て消

滅 す るの で は,ど ち らが よ り望 ま しいか を探 究 しよ う」 と問 題 を設 定 し,「 わ

た しは 本 島で 共 和 国 よ りもむ しろ絶 対 君 主 を見 た い と願 う」35)と述 べ て い た。

こ の二 つ の材 料 は大 国で あ る大 ブ リテ ンには共 和 政 体 は適 さ ない とい うのが

ヒュー ムの判 断で あ る こ とを示す よ うに思わ れ る。 そ して この主 張 は,52年 の

共和 国論 の主 張 と対 立 す る。 しか し,こ れ だ けの材 料で ヒュー ムの主 張 を確定

しよ う と して も無理 が あ る し,ヒ ュー ムの主 張 はア ンビヴ ァレ ン トで あ った と

見 るほ うが無 難 で あ ろ う と思 われ る3%

した が って また,ヒ ュー ムの軍 事組 織 論 は,民 兵 の評価 を含 め て,共 和 主義

との関連 を もつ ゆ え に,そ れ を どう解 釈 すべ きか,そ して さ ら にそれ を ヒュー

ムの全体 と して の思想 の枠組 み の な か に ど う位置 づ けるべ きか とい う問題 は,

相 当 な難 問 を なす こ と も想像 に難 くない で あ ろ う。 そ もそ も,『 政 治 論 集』 と

33)Hume〔1983〕,Vol,6,p,153,

34)Hume〔1932〕,Vol,2,p,306.

35)Hume〔1985〕,PP,51-2.

36>Cf.Miller〔1981〕,p.158.こ の 時 代 の思 想 家 が 基 本 的 に,モ ンテ ス キ ュー に した が っ て,君 主

政 と 共和 政 の 二 分 法 を と っ て い た こ と,ま た 共 和 政 と共 和 主 義 の概 念 は ハ リ ン トンの よ うな 平 等

な市 民 の 構 成 体 を 意 味 す る場 合 もあ れ ば,混 合 政 体 の バ ラ ン スが 君 主 側 に傾 くこ とに 反 対 す る も

の を意 味 す る場 合 もあ った こ とは,注 意 を 要 す る。 た だ し,共 和 政 に近 い君 主 政 もあ る と考 え ら

れ て い た こ と は マ キ ャ ヴ ェ ッ リ以 来 の い は ば 伝 統 で あ っ て,ボ リ ン グ プ ル ックの 「愛 国 者 王 」 の

理 念 もそ の 一 例 で あ る 。
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『イ ング ラ ン ド史 』(1757-63)の 解 釈 自体 が,複 雑 で 困難 な 問題 点 を多 数 もっ

てい るので あ って,こ うい つた点 にまで 立 ち入 って十分 な議 論 を行 うた め には,

別 に多 くの 考 察を必 要 とす る。 さ らに通 常 は フ ァー ガ ス ンに帰 され て い る 『シ

ス ター ・ペ ッグ』 とい う民 兵 論小 冊 子 の ヒュー ム著 者説37〕もあ り,こ の検 討 も

残 され てい る。

ヒ ュー ム は ス ミス と同 じ くポー カー ・クラ ブの 会員 で あ った 。1760年 の4月

に ヒ ュー ムの 友人 で もあ った ギ ルバー ト ・エ リオ ッ トは下院 におい て ス コ ッ ト

ラ ン ド民兵 法 案 につ い て演説 を したが,そ の演 説 を 賞賛 した手 紙 を ヒ ュー ムは

エ リオ ッ トの父 に書 い て い る鋤。 フ ォー ブス が 指摘 す るよ うに,『 政 治 論 集』

以 降,ヒ ュー ムは常備 軍 に警 戒 的 で,民 兵軍 に好 意 的 な意見 を しば しば 表 現 し

てい る こ とは 事実 で あ って3帥,広 い 意味 で の共和 主 義へ の緩 や か な共 感 は 認め

て よい と思 わ れ る。

けれ ど も,ヒ ュー ム にお け る共 和 主義 的伝 統 と自然 法学 の伝 統 の統一 の問題

は単 純 な問題 で はな い。 この問題 は 『人 間本性 論』 だ けを念 頭 に置 くと きには

発 生 しないが,ヒ ュー ム研 究 の現 段 階 は,こ の問題 を避 けて通 れ ない 問題 と し

て 自覚 してい る。 けれ ど も,こ こで は,フ ォー ブ ズを批判 して ロバ ーートス ンが

お こな った指 摘,す なわ ち,ヒ ュー ムは経 済 発展 と統 治 組織 の関係 とい う一般

的枠組 み のなか に国防 と軍事 組.織の 問題 を位 置づ け,そ の上で 常備 軍 よ り民 兵

制 に優 位 を認 めた のだ,と い う主 張 をふ りか え って お こ う。

ロバ ー トス ンは こ う論 じる。 『政 治 論集』 にお い て民 兵 問題,軍 事組 織 問題

を重 要 な テー マ と して論 じるに至 った ヒ ュー ム は,経 済,道 徳,政 治(自 由)

の いず れ め観 点か ら して も,常 備 軍 よ りも民 兵軍 を望 ま しい と考 え てい た6経

済 との 関連で も民 兵軍が 望 ま しい とい うの は,疑 問 の余 地 があ るか も しれ ない 。

ロバ ー トス ンの論拠 は 「理 想 の共和 国案 」で あ る。 しか しなが ら,そ の議 論 の

37)Raynored.〔1982〕,レ イ ナ 一 説 は そ の 後,ほ と ん ど 支 持 者 を え ら れ な い で い る 。

38)Hume〔1932〕,VOL1.p.325.

39>Forbes〔1975〕,p.212.
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文 脈 は,フ ォー ブ ズが 主 張 す る よ うに,ロ ン ドンとウ ェス トミンス ター とい う

メ トロ ポ リス の論 争 の 文脈 に あ っ た とい う よ り,む しろ それ を越 え て い た。

ヒュー ムの民 兵 支持 論 は 「通俗 的 ウ イ ッグ主 義」 の残 滓 なので はない 。 第一 に,

ヒュー ム の民 兵 支 持 の 内実 は,反 軍 論 者 の 主 張 よ り も,む し ろ常 備 軍 論 者'で

あ った タ ッカー の主 張 に よ り近 い 。 タ ッカ ーは,民 兵 軍 よ り小 規模 の常 備 軍 の

ほ うが優 れ て い と考 え た。古 来,製 造 業 と民兵 軍 を両 立 させ て 有名 とな った 国

民 は存在 しな い 。そ の理 由 は,短 期 の軍 役 で さ え人 々 を労 働 に不 向 きに し,労

働 を嫌悪 させ るで あ ろ うか らで あ る。 この よ うに論 じて,タ ッカ ーは専 業化 の

経 済 的必 要 を軍事 に まで首 尾 一貫 して適 用 した ので あ って,こ の点で タ ッカー

は ヒ ュー ムよ り先 まで進 んだ ので あ る。 第二 に,統 治 と経 済発 展 の関係 とい う

全 般 的な 問題 の枠 組 み の なかで,ヒ ュー ム は民 兵 論 を展 開 して お り,こ の問 題

設定 は メ トロ ポ リスの論 争 の水 準 を越 え てい る40〕。

こ う.して ロバ ー トス ンは,一 方 で,軍 事 問題 を ス コ ッ トラ ン ド啓 蒙 の 中心

テ ーマで あ った社 会発 展 の諸 条 件 の研 究 の 中核 に位 置づ けた の が ヒュー ムで あ

る と し,こ の点 で の ヒュー ムの パ イ オニ ア的役割 を高 く評 価す るが ,他 方で,

こ う した ヒ ュー ム の主 張 の ルー ツを フ レ ッチ ャー の共 和 主義 ,シ ヴ ィ ッ ク ・

ヒ ューマ ニ ズ ムに も関連 づ けよ うとす る。 す なわ ち ,ロ バ ー トス ンに よれ ば,

「完全 な共 和 国案 」 の権 力 分 割論 や 民兵 軍 論 は,フ レ ッチ ャー的 な シ ヴ ィ ック

的伝 統 の制 度 的原 理 であ り,実 際 また 「完全 な共和 国 案」 とフ レ ッチ ャーの ス

コ ッ トラ ン ドと ヨー ロ ッパ 統 治案 は近 似 的 で あ る。 け れ ど も,ヒ ュー ムが シ

ヴ ィ ック ・ヒ ュー マ ニ ズムの継 承者 で あ るのは一 面 におい て だ けで あ って ,君

主政 体 は経 済 発展 に潜在 的 に は適合 性 を もつ と確 信 してい た点 ,ま た 経済 発展

を個 人 の 自由 な富 の 追求 と結 びつ けた点 で は,フ レ ッチ ャー的 な シ ヴ ィック的

伝 統 を離 脱 してい る ヒュー ム は,シ ヴ ィ ック的 な 自由概 念(参 加 と自立)に よ

りも,フ レ ッチ ャー の論 敵 で 合邦 論者 で あ った ウ ィ リアム ・シー トン と同 じ く,

法学 的 な 自由概 念(人 身 と財 産 の安 全 ,人 格 的 自由)に 優 位 を認 め た ので あ っ

40)Robertson〔1995〕 ,PP,64,66-9.
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て,人 身 と財 産 の保 証 を統 治 の 第一 目的 と した4%こ う して シ ヴ ィ ック的伝 統

と法 学 的伝統 を総合 し,経 済発 展 と統 治組 織 の 関係 とい う問題 分析 の枠 組 を形

成 した こ とに よ って ス コ ッ トラ ン ド啓 蒙 のパ イ オニ ア とな'つた のが ヒュー ムで

あ る とい う結 論 が導 か れ る。す で に示 唆 した よ うに ロバ ー トス ンの この問題 設

定 は啓 発 的 で あ る。 しか し,そ うだ とす れ ば,議 論 は民 兵 論争 と競 合 パ ラ ダイ

ム の関係 だ けで な く,ま さ にブ リテ ン とスコ ッ トラ ン ドの国制 理解 に 関わ って

くるの で あ って,こ の点 で の ロバ ー トス ンの議論 の 不十 分 さにつ い て は,別 に

示 唆 した通 りであ る靴,

いず れ にせ よヒ ュー ムの議論 の枠 組が ス ミス と ミラー の議論 の大枠 を準備 し

た こ とは確 か であ る。 本稿 は ミラーの 『階級 区分 の 起源』 の軍 制論,ス ミスの

『法 学講 義 』 の 軍事 論,そ して ヒュー ム の民 兵 制 度:への発 言 につ い て そ れ ぞ れ

の議 論 の 内容 を要約 し,そ の特 徴 を指摘 した。 した が って,次 に,稿 を改 め て

まず 『国富 論』 の ス ミスの軍事 論 につい て,従 来 の研 究 を一歩 掘 り下 げた 分折

を試 み,そ の次 に再 び ミラーに戻 って 『イ ング ラ ン ド統 治 史論 』 の興 味 深 い議

論 を紹 介 し,こ の トピ ックにたい す るス コ ッ トラ ン ド啓 蒙 の到 達 点 とみ な しう

る もの の特徴 と意義 を考 察す る こ ととす る。
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